
(1)　課税状況

数　　量 税　　額 数　　量 税　　額 数　　量 税　　額 数　　量 税　　額 数　　量 税　　額 数　　量 税　　額

kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL kL

清 酒 25,990 2,595,288 122 9,771 26,112 2,605,060 258 24,128 0 1 25,855 2,580,930 3,737 896

合 成 清 酒 6,110 611,001  -  - 6,110 611,001 216 19,600  -  - 5,894 591,401 164 39

連 続 式 蒸 留 焼 酎 131,689 31,362,277 3,882 310,608 135,571 31,672,885 6,547 1,599,965 0 9 129,024 30,072,912 4,400 51

単 式 蒸 留 焼 酎 8,827 2,155,112 873 69,942 9,701 2,225,054 408 101,136 0 1 9,294 2,123,918 1,795 72

み り ん 39,157 783,156  -  - 39,157 783,156 1,452 29,047  -  - 37,705 754,108 577 217

ビ ー ル 361,982 65,501,496 361,982 65,501,496 14,928 2,700,990 0 2 347,051 62,800,501 50,562 3,403

果 実 酒 60,648 6,010,241 1,463 116,484 62,112 6,126,726 9,356 931,358  -  - 52,756 5,195,370 8,403 219

甘 味 果 実 酒 510 68,618 341 27,252 852 95,872 69 5,954  -  - 783 89,919 91 12

ウ イ ス キ ー 52,363 19,836,792 13,383 1,070,749 65,746 20,907,538 226 40,066 0 6 65,518 20,867,465 88,252 3,534

ブ ラ ン デ ー 657 255,277  -  - 657 255,277 12 4,430  -  - 644 250,845 68 23

原 料 用 ア ル コ ー ル 164 117,004  -  - 164 117,004 75 70,788  -  - 89 46,216 63,067 8

発 泡 酒 249,357 33,569,896 249,357 33,569,896 3,433 462,443  -  - 245,921 33,107,453 22,491 3

そ の 他 の 醸 造 酒 92 9,295 57 4,527 150 13,821 1 114  -  - 147 13,707 26 2

ス ピ リ ッ ツ 15,819 2,223,191 218,037 17,443,045 233,856 19,666,236 7,725 623,965 0 4 226,128 19,042,267 88,917 1,206

リ キ ュ ー ル 14,984 2,370,777 104,531 8,363,013 119,517 10,733,789 5,980 489,475 0 2 113,538 10,244,311 62,727 1,092

粉 末 酒 ・ 雑 酒  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

軽 減 額  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - △ 406,912  -  - 

合 計 968,354 167,469,420 342,696 27,415,390 1,311,046 194,884,800 50,690 7,103,464 0 25 1,260,352 187,374,402 395,284 10,779

 調査期間等：令和６年４月１日から令和７年３月31日までの間に製造場から移出された酒類等について、令和７年４月30日までの申告又は処理による課税事績を示したものである。

 用語の説明：「未納税移出」とは、製造場から移出するとき、酒税の免除を受けて移出するものをいい、「輸出免税」とは、輸出する目的で酒類を製造場から移出するとき、酒税の免除を受けて移出するものをいう。

　　　　 　　「軽減額」とは、所得税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第３号）（以下「令和５年改正法」という。）による改正後の租税特別措置法第87条（以下「措置法」という。）の規定による軽減額であり、令和５年

             改正法附則第54条、第55条又は第63条の規定による軽減額は、各品目の税額に含んでいる。

　　（注）　１　「特例税率適用」欄は、各品目（ビール及び発泡酒を除く。）でその他の発泡性酒類（発泡性があり、かつ、アルコール分が10度未満であるもの）になるものを示す。

　　　　　　２　「酒税法第30条第１項、第２項及び第３項」欄は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類を、当該製造場に戻し入れた場合の酒税額の控除等を示す。

　　　　　　３　税関分は含まない。

８－１　課税状況

計
酒　税　法

第30条第１項、
第２項及び第３項

一 般 税 率 適 用 特 例 税 率 適 用 未 納 税
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輸 出 免 税
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(2)　課税状況の累年比較

数　量 税　額 数　量 税　額 数　量 税　額 数　量 税　額 数　量 税　額 数　量 税　額

kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円

令 和 ２ 年 度 29,643 3,287,343 7,007 701,712 164,294 38,873,385 321,633 67,420,131 846,321 87,946,115 1,368,896 198,228,687

令 和 ３ 年 度 28,782 3,071,932 6,283 629,883 158,494 37,417,369 350,703 70,048,280 852,426 92,937,405 1,396,697 204,104,867

令 和 ４ 年 度 28,016 2,976,525 6,476 646,974 151,690 35,395,495 403,437 80,562,627 834,719 92,380,614 1,424,344 211,962,239

令 和 ５ 年 度 26,522 2,672,280 6,429 644,756 147,299 34,293,625 340,553 64,819,534 767,754 89,553,543 1,288,556 191,983,741

令 和 ６ 年 度 25,855 2,580,930 5,894 591,401 138,318 32,196,830 347,051 62,800,501 743,229 89,611,661 1,260,352 187,374,402

　　　　　 であり、令和６年度の「計」の税額については、同法第87条の規定を適用（406,912千円）した金額である。
　　　　２　　令和６年度の各品目の税額について、令和５年改正法による措置法第87条の規定の適用を受ける酒類は、同法第87条の規定の適用を受けないものとして算出した金額を基にしたもの

（注）　１　　「焼酎」の計数は連続式蒸留焼酎及び単式蒸留焼酎の合計である。

ビ　ー　ル そ　の　他
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(3)　都道府県別課税状況

数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額

kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円

千 葉 県 計 14,422 1,440,662 X X 100,049 23,339,141 7,229 1,612,950 36,988 739,769 180,445 32,656,237 千 葉 県 計

東 京 都 計 1,306 130,181 X X X X 274 67,842 X X 66,204 11,982,232 東 京 都 計

神奈川県計 995 98,569 X X X X 259 59,610 X X 99,144 17,944,954 神奈川県計

山 梨 県 計 9,132 911,518 X X X X 1,532 383,516  -  - 1,258 217,078 山 梨 県 計

総 計 25,855 2,580,930 5,894 591,401 129,024 30,072,912 9,294 2,123,918 37,705 754,108 347,051 62,800,501 総 計

数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額

kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円

千 葉 県 計 1,404 131,604 161 15,652 50,292 16,211,077 522 201,321 X X 42,277 5,688,276 千 葉 県 計

東 京 都 計 66 5,000 0 52 X X 0 5 X X 79,251 10,673,355 東 京 都 計

神奈川県計 34,770 3,463,508 345 41,135 X X 94 38,698 X X 124,199 16,712,958 神奈川県計

山 梨 県 計 16,516 1,595,258 277 33,080 11,331 4,239,500 28 10,821 X X 194 32,864 山 梨 県 計

総 計 52,756 5,195,370 783 89,919 65,518 20,867,465 644 250,845 89 46,216 245,921 33,107,453 総 計

数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額

kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円

千 葉 県 計 70 6,804 182,191 15,445,971 79,334 7,265,747  -  -  - △ 82,396 701,138 105,284,081 千 葉 県 計

東 京 都 計 20 2,062 25,142 2,029,707 11,089 891,335  -  -  - △ 102,493 185,330 25,836,905 東 京 都 計

神奈川県計 4 394 18,654 1,511,049 22,433 1,934,397  -  -  - △ 97,818 332,109 48,612,176 神奈川県計

山 梨 県 計 53 4,447 141 55,540 682 152,832  -  -  - △ 124,205 41,775 7,641,240 山 梨 県 計

総 計 147 13,707 226,128 19,042,267 113,538 10,244,311  -  -  - △ 406,912 1,260,352 187,374,402 総 計

県 名県 名
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(1)　製成数量

① ② ③ ④
①＋②＋
③－④

令和７年３月
31日現在

kL kL kL kL kL kL

(14,968) (14,925) (7,537)

15,324 5 354 14,978 8,456

(3,955) (3,955) (182)

6,225  - 115 6,110 272

連 続 式 蒸 留 焼 酎 137,278  - 5,464 8,013 134,727 6,636

単 式 蒸 留 焼 酎 1,309 19 7,913 7,624 1,617 1,989

み り ん 50,660  - 14,164 36,496 4,339

ビ ー ル 377,858  - 5,659 372,205 14,356

果 実 酒 77,377 10 42,411 34,974 17,032

甘 味 果 実 酒 939  - 373 566 350

ウ イ ス キ ー 121,743  - 21,274 100,468 7,726

ブ ラ ン デ ー 789  - 151 638 240

発 泡 酒 356,803 0 132,437 224,366 6,430

そ の 他 の 醸 造 酒 132  - 573 △ 441 237

原 料 用 ｱ ﾙ ｺ ｰ ﾙ
・ ス ピ リ ッ ツ

178,706 3 59,998 118,712 7,796

リ キ ュ ー ル 160,719 1 47,656 113,064 6,958

粉 末 酒 ・ 雑 酒  -  -  -  - 2

合　　　　　　　　　計 1,485,875 38 13,378 340,811 1,158,489 82,818

　（注）　１　犯則分は含まない。
　　　　　２　（　）書きはアルコール分20度に換算した数量を示す。
　　　　　３　ウイスキー及びブランデーはアルコール分40度に、原料用アルコール及びスピリッツはアルコール分100度
　　　　　　にそれぞれ換算したものである。

８－２　製成数量

製　　　成　　　数　　　量　　　等

手持数量
製　　　成

アルコール
等　混　和

焼酎の品目別
アルコール分

等変更
用途変更等 計

　調査期間等：令和６年４月１日から令和７年３月31日までの間に製成された酒類について、酒類製造者から申告された
            「酒類の製成及び移出の数量等申告書」に基づき作成したものである。

清 酒

合 成 清 酒

区　　　　　分

東京国税局
酒税２
 (R06)



(2)　製成数量の累年比較

清 酒 合 成 清 酒
連 続 式 蒸留

焼 酎
単 式 蒸 留

焼 酎
み り ん ビ ー ル

果 実 酒 ・
甘 味 果 実 酒

ウイスキー・
ブ ラ ン デ ー

発 泡 酒
そ の 他 の
醸 造 酒

原料用ｱﾙｺｰﾙ
・スピリッツ

リ キ ュ ール 粉末酒・雑酒 合 計

kL kL kL kL kL kL kL kL kL kL kL kL kL kL

13,043      7,071       157,687     1,700       34,510      321,500     46,276      75,978      32,685      38,888      177,709     419,665     1 1,326,713  

13,886      6,399       152,977     1,993       35,829      351,320     39,886      80,891      27,839      30,427      225,954     394,775     0 1,362,182  

14,515      6,743       146,337     1,627       37,275      408,445     38,576      89,767      29,074      28,689      120,720     387,135     0 1,308,908  

14,194      6,912       141,996     1,549       36,032      362,086     36,354      104,403     131,350     15,732      126,865     223,548     0 1,201,030  

14,978 6,110 134,727 1,617 36,496 372,205 35,540 101,106 224,366 △ 441 118,712 113,064  - 1,158,489

年　　　度

令 和 ６ 年 度

令 和 ５ 年 度

令 和 ４ 年 度

令 和 ３ 年 度

令 和 ２ 年 度
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